
 

 

全国瞬時警報システム（J アラート）発令時の対応について 

 

（１）Jアラート発令時 児童・生徒が家庭にいる場合 

     ○安全を確保して自宅待機する。 

     ○登校の判断については、市教委が学校メールを送信する。 

        

（２）Jアラート発令時 児童・生徒が通学中（屋外）の場合 

 ○頑丈な建物内など安全な場所に避難する。（特に、頭部を守る） 

     ○学校か自宅の近い方に避難する（帰宅しても保護者不在が明確な場合は学 

校へ）。 

    

（３）Jアラート発令時 児童・生徒が学校内にいる場合 

○教職員の指示に従い安全を確保する。 

○防災頭巾などで頭部を守り、特に窓ガラスが飛散しないような場所に避難 

する。 

 
     
                        
                         


